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お知らせ

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月

１
日
現
在
、
土
地
や
家
屋
、
償

却
資
産
を
所
有
す
る
人
に
課
税

さ
れ
る
市
税
で
す
。所
有
者
は
、

そ
の
年
の
４
月
１
日
か
ら
１
年

度
分
の
税
を
納
め
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　
な
お
、
土
地
と
家
屋
は
、
３

年
に
一
度
固
定
資
産
の
見
直
し

（
評
価
替
え
）
が
行
わ
れ
ま
す
。

平
成
30
年
度
は
、
そ
の
年
度
に

当
た
り
、
評
価
替
え
を
行
っ
て

い
ま
す
。

　
市
で
は
、
平
成
30
年
度
の
市

内
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額
な

ど
を
公
開
。
個
人
情
報
保
護
の

た
め
、
本
人
確
認
を
実
施
し
ま

す
。

●
期
間
　
４
月
２
日
（
月
）
～

５
月
１
日
（
火
）
午
前
８
時

30
分
～
午
後
５
時

＊
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く

●
場
所
　
市
役
所
本
館
１
階
・

税
務
課
８
番
窓
口
、
大
島
行

政
セ
ン
タ
ー

●
縦
覧
で
き
る
人

▽
土
地
価
格
等
縦
覧
帳
簿
＝
土

地
で
課
税
さ
れ
て
い
る
人

▽
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿
＝
家

屋
で
課
税
さ
れ
て
い
る
人

●
持
参
品
　
運
転
免
許
証
や
納

税
通
知
書
、
課
税
明
細
書
な

ど
納
税
義
務
者
本
人
の
確
認

が
で
き
る
も
の

＊
代
理
人
は
委
任
状
が
必
要

新
築
住
宅
の
減
額
措
置

　
新
築
し
た
住
宅
に
係
る
固
定

資
産
税
は
一
定
の
期
間
、
床
面

積
１
２
０
平
方
㍍
分
ま
で
２
分

の
１
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
一
般
の
住
宅
は
新
築
か
ら
３

年
度
分
（
３
階
建
以
上
の
耐
火

　

市
で
は
、
平
成
30
年
度
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

納
税
通
知
書
を
、
４
月
中
旬
に
発
送
し
ま
す
。
同
封
の

「
税
の
し
お
り
」
と
「
課
税
明
細
書
」
で
、
課
税
状
況

や
納
付
額
、
納
税
方
法
な
ど
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ
先

　

税
務
課
固
定
資
産
税
係　

☎（
36
）７
３
５
１

土
地
・
家
屋
価
格
な
ど

の
縦
覧
帳
簿
を
公
開

固
定
資
産
税
の減

額
措
置

　平成30年度の対象者は、今までに23価の肺炎球菌ワクチンを接
種したことがない人で、下表の生年月日に該当する人です。

●実施期間　平成30年４月１日（日）〜同31年３月31日（日）
＊休診日を除く
●季節に関係なく、年間を通して接種できます
●接種を受ける義務はなく、自らの意思で接種を希望する人のみ
に、接種を実施
●実施医療機関や接種費用の免除など、詳細は市広報紙４月１日
号と同時配布の「平成30年度版むなかた健康づくり情報誌いき
いき！」２ページで確認を

■問い合わせ先　健康課　☎（36）1187

【高齢者の肺炎球菌予防接種の対象】

65歳になる人 昭和28年４月２日生〜同29年４月１日生

　
　
　
　

接
種
費
用
は
５
６
８
０
円

　
　
　
　

＊
８
６
８
０
円
の
う
ち
、
３
０
０
０
円
を
公
費
で
負
担

70歳になる人 昭和23年４月２日生〜同24年４月１日生

75歳になる人 昭和18年４月２日生〜同19年４月１日生

80歳になる人 昭和13年４月２日生〜同14年４月１日生

85歳になる人 昭和８年４月２日生〜同９年４月１日生

90歳になる人 昭和３年４月２日生〜同４年４月１日生

95歳になる人 大正12年４月２日生〜同13年４月１日生

100歳になる人 大正７年４月２日生〜同８年４月１日生

60歳以上65歳未満で、心臓・腎臓・呼吸器の機能障害か、
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害で身体障害
者手帳1級の人
＊接種時に、身体障害者手帳の提示が必要です

高齢者の肺炎球菌
４月から予防接種の

対象者が変わります

建
築
物
は
５
年
度
分
）、
長
期

優
良
住
宅
は
新
築
か
ら
５
年
度

分
（
３
階
建
以
上
の
耐
火
建
築

物
は
７
年
度
分
）
適
用
さ
れ
ま

す
。

●
要
件

▽
新
築
し
た
住
宅
（
別
荘
、
モ

デ
ル
ハ
ウ
ス
を
除
く
）

▽
居
住
部
分
の
床
面
積
が
一
戸

当
た
り
50
平
方
㍍
（
賃
貸
共

同
住
宅
は
40
平
方
㍍
）
～
２

８
０
平
方
㍍
（
付
属
家
を
含

む
）

▽
居
住
部
分
の
床
面
積
が
延
床

面
積
の
２
分
の
１
以
上
で
あ

る
こ
と

そ
の
他
の
減
額
措
置

　「
住
宅
の
耐
震
改
修
」「
住
宅

の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
」「
住

宅
の
熱
損
失
防
止
改
修
（
省
エ

ネ
改
修
）」
に
伴
う
減
額
措
置

に
は
申
請
が
必
要
で
す
。
改
修

工
事
終
了
後
３
カ
月
以
内
に
必

要
書
類
を
税
務
課
固
定
資
産
税

係
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
家
屋
の
新
増
築
、
滅
失
、
用

途
変
更
＝
家
屋
の
新
増
築
や

家
屋
の
全
部
か
一
部
を
取
り

壊
し
た
場
合
や
、
用
途
を
変

更
し
た
場
合
は
、
税
務
課
固

定
資
産
税
係
へ
必
ず
届
け
出

を
し
て
く
だ
さ
い

＊
法
務
局
で
登
記
手
続
き
を
し

た
場
合
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん

　　
土
地
の
上
に
一
定
要
件
を
満

た
す
住
宅
が
あ
る
と
「
住
宅
用

地
に
対
す
る
課
税
標
準
の
特

例
」
が
適
用
さ
れ
固
定
資
産
税

が
減
額
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、

住
宅
の
滅
失
や
そ
の
住
宅
と
し

て
の
用
途
を
変
更
す
る
と
特
例

の
適
用
か
ら
外
れ
ま
す
。

＊
詳
細
は
問
い
合
わ
せ
を

固
定
資
産
税
の
納
税
通
知
書
・

課
税
明
細
書
を
発
送
し
ま
す

　
人
権
擁
護
委
員
は
、
法
務
大

臣
か
ら
委
嘱
さ
れ
た
人
で
す
。

地
域
の
み
な
さ
ん
か
ら
受
け
た

人
権
相
談
の
問
題
解
決
の
手
伝

い
や
、
地
域
の
み
な
さ
ん
に
人

権
に
つ
い
て
関
心
を
持
っ
て
も

ら
え
る
よ
う
な
啓
発
活
動
を

行
っ
て
い
ま
す
。

●
宗
像
市
人
権
擁
護
委
員
　

▽
大
川
哲
郎
さ
ん

▽
石
橋
文
恵
さ
ん

▽
権
田
静
香
さ
ん

▽
清
水
正
博
さ
ん

▽
千
々
和
仁
子
（
ひ
ろ
こ
）
さ

ん
▽
江
坂
實
生
（
じ
つ
お
）
さ
ん

　
平
成
30
年
１
月
１
日
付
で
委

嘱
▽
金
子
博
巳
さ
ん

　
平
成
30
年
１
月
１
日
付
で
委

嘱

人
権
を
尊
重
し
あ
う

住
み
よ
い
都
市
の

実
現
を
目
指
し
て

４
月
は
「
宗
像
市
同
和
問
題
啓
発
強
調
月
間
」
で
す

　
人
権
の
「
今
」
を
取
り
巻

く
状
況
を
踏
ま
え
た
上
で
、

人
権
の
も
つ
普
遍
的
な
意
味

や
、
そ
れ
ぞ
れ
が
保
障
さ
れ

る
た
め
の
課
題
に
つ
い
て
考

え
て
み
ま
せ
ん
か
。
入
場
無

料
。

●
テ
ー
マ
　「
わ
た
し
た
ち

の
人
権
と
責
任
～
今
こ
そ

人
権
に
向
き
合
う
～
」

●
場
所
／
日
程
／
時
間

▽
市
役
所
・
１
階
ロ
ビ
ー
／

４
月
９
日
（
月
）
～
同
12

日
（
木
）
／
午
前
８
時
30

分
～
午
後
５
時

▽
宗
像
ユ
リ
ッ
ク
ス
・
イ
ベ

ン
ト
ホ
ー
ル
前
ロ
ビ
ー
／

４
月
13
日
（
金
）
～
同
17

日
（
火
）
／
午
前
９
時
～

午
後
10
時

▽
り
ば
て
ぃ
后
曲
／
４
月
18

日
（
水
）、
同
19
日
（
木
）

／
午
前
10
時
～ 

午
後
２

時
▽
松
山
公
民
館
／
4
月
20
日

（
金
）
午
前
10
時
～
午
後

２
時

人
権
啓
発
学
習

パ
ネ
ル
展

人
権
擁
護
委
員
は

あ
な
た
の
街
の
身
近
な

相
談
パ
ー
ト
ナ
ー

　

市
で
は
、
同
和
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
人
権
問
題
に

つ
い
て
の
正
し
い
理
解
と
認
識
を
深
め
、
市
民
一
人
一

人
の
人
権
意
識
の
高
揚
が
図
れ
る
よ
う
、
人
権
問
題
の

解
決
に
向
け
た
啓
発
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
先　

人
権
対
策
課　

☎（
36
）１
２
７
０


